
補
正
予
算

◆
平
成
26
年
度
伊
奈
町
一
般

会
計
補
正
予
算

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
3
3

6
3
万
9
0
0
0
円
を
減
額

し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

を
1
1
4
億
6
5
6
2
万
4

0
0
0
円
と
し
た
。

〈
歳
入
〉

地
方
特
例
交
付
金
・
地
方

交
付
税
・
国
庫
支
出
金
・
県

支
出
金
・
繰
入
金
・
繰
越
金
・

町
債
の
補
正

〈
歳
出
〉

議
会
費
・
総
務
費
・
民
生

費
・
衛
生
費
・
農
林
水
産
業

費
・
商
工
費
・
土
木
費
・
消

防
費
・
教
育
費
・
公
債
費
の

補
正

人

事

◆
教
育
委
員
会
の
委
員
の
任

命
に
同
意

教
育
委
員
会
の
委
員
の
田

井
文
子
氏
の
任
期
が
、
平
成

26
年
9
月
30
日
で
満
了
と
な

る
た
め
、
引
き
続
き
田
井
文

子
氏
を
任
命
す
る
こ
と
に
同

意
し
た
。条

例

◆
伊
奈
町
い
じ
め
問
題
対
策

連
絡
協
議
会
等
条
例

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法

が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

町
立
学
校
に
お
け
る
い
じ
め

の
防
止
等
の
対
策
を
実
施
す

る
た
め
、
い
じ
め
問
題
対
策

連
絡
協
議
会
等
を
設
置
す
る
。

◆
伊
奈
町
特
定
教
育
・
保
育

施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育

事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

が
公
布
さ
れ
た
た
め
、
特
定

教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定

地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
。

◆
伊
奈
町
家
庭
的
保
育
事
業

等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例

児
童
福
祉
法
が
改
正
さ
れ

た
た
め
、
家
庭
的
保
育
事
業

等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
。

◆
伊
奈
町
放
課
後
児
童
健
全

育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
児
童
福
祉
法
が
改
正
さ
れ

た
た
め
、
放
課
後
児
童
健
全

育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
。

請
負
契
約

◆
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に

つ
い
て

1
、
工
事
名

羽
貫
駅
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
設
置
工
事

2
、
工
事
場
所

北
足
立
郡

伊
奈
町
学
園
地
内

3
、
契
約
の
方
法

一
般
競

争
入
札
に
よ
る
契
約

4
、
履
行
期
限

平
成
27
年

3
月
23
日

5
、
請
負
金
額

1
億
1
千

3
4
0
万
円

6
、
請
負
業
者

埼
玉
県
さ

い
た
ま
市
大
宮
区
桜
木
町

四
丁
目
2
4
7
番
地
Ｏ
Ｓ

ビ
ル
6
階

東
鉄
工
業
株
式
会
社

埼

玉
支
店

常
務
執
行
役
員
支
店
長

立
柄

正

平平成成2277年年44月月かからら
子子どどもも子子育育てて支支援援新新制制度度がが

始始ままりりまますす!!!!
9月定例議会は、9月5日から9月22日までの18日間の会期で開かれ、町長から提出

された18議案と議員提出議案2議案は、全て原案どおり可決されました。また一般質問
では、9人の議員が町政に対し質問しました。

小針北小学校の中に増設される放課後児童クラブ
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〈
第
45
号
議
案
〉

伊
奈
町
税
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

反
対
討
論

水
上
邦
雄

税
率
の
引
き
下
げ
は
、
新

設
さ
れ
る
国
税
・
地
方
法
人

税
と
し
て
徴
収
さ
れ
、
実
質

負
担
は
変
わ
ら
な
い
。

軽
自
動
車
税
七
千
円
が
一

万
八
百
円
に
、
原
付
バ
イ
ク

千
円
が
二
千
円
等
の
負
担
増

は
問
題
だ
。

〈
第
50
号
議
案
〉

伊
奈
町
特
定
教
育
・
保
育
施

設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事

業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例

賛
成
討
論

上
野
克
也

本
格
施
行
さ
れ
る
「
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
」

で
は
、
幼
稚
園
と
保
育
所
の

機
能
を
併
せ
持
つ
認
定
こ
ど

も
園
の
普
及
や
、
小
規
模
保

育
の
整
備
な
ど
、幼
児
教
育
・

保
育
の
質
と
量
の
拡
充
が
進

め
ら
れ
る
。

反
対
討
論

水
上
邦
雄

定
員
超
過
の
対
応
、抽
選
、

受
け
付
け
順
、
設
置
者
の
理

念
と
あ
る
。
施
設
側
の
思
惑

で
の
判
断
が
懸
念
さ
れ
る
。

職
務
体
制
で
、
保
育
士
以

外
の
人
員
配
置
を
範
囲
も
明

確
に
し
め
さ
れ
ず
、
容
認
す

る
方
向
は
問
題
だ
。

〈
第
51
号
議
案
〉

伊
奈
町
家
庭
的
保
育
事
業
等

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例

賛
成
討
論

上
野
克
也

多
様
な
保
育
を
支
援
す
る

「
地
域
型
保
育
給
付
制
度
」

が
、
こ
れ
ま
で
認
可
基
準
に

満
た
ず
、
国
の
十
分
な
財
政

支
援
が
な
か
っ
た
小
規
模
保

育
や
家
庭
的
保
育
、
事
業
所

内
保
育
な
ど
を
支
援
す
る
も

の
で
あ
る
。

反
対
討
論

水
上
邦
雄

利
用
者
と
事
業
者
の
直
接

契
約
と
な
り
、
市
町
村
の
責

任
が
後
退
す
る
。

職
員
の
一
般
的
要
件
に
、

「
で
き
る
限
り
」
の
文
言
を

入
れ
保
育
士
以
外
の
保
育
者

の
配
置
は
、
国
家
資
格
を
軽

視
す
る
も
の
だ
。

〈
第
52
号
議
案
〉

伊
奈
町
放
課
後
児
童
健
全
育

成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

反
対
討
論

大
沢

淳

国
基
準
の
不
十
分
さ
を
補

う
町
独
自
の
上
乗
せ
が
必
要
。

最
も
重
要
な
支
援
員
の
配

置
基
準
が
、
現
行
の
「
児
童

20
人
以
上
は
3
名
以
上
」
が

「
お
お
む
ね
児
童
40
名
ご
と

に
2
人
以
上
と
す
る
」
と
後

退
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
。

〈
意
見
書
〉

手
話
言
語
法
（
仮
称
）
制
定

を
求
め
る
意
見
書

賛
成
討
論

奥
田
と
み
子

手
話
は
、
聴
覚
障
害
者
に

と
っ
て
、日
常
的
な
言
語
で
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
緊

急
時
の
情
報
取
得
に
は
欠
か

せ
な
い
。
手
話
言
語
法
は
、

共
生
社
会
を
築
く
た
め
に
も

重
要
な
法
律
で
あ
る
。
一
日

も
早
い
制
定
を
求
め
る
。

憲
法
解
釈
の
変
更
に
よ
る
集

団
的
自
衛
権
行
使
を
行
わ
な

い
こ
と
を
求
め
る
意
見
書

賛
成
討
論

青
木
久
男

国
際
情
勢
の
変
化
等
を
理

由
に
憲
法
解
釈
の
変
更
で
集

団
的
自
衛
権
の
行
使
を
容
認

す
る
閣
議
決
定
を
し
た
が
、

こ
れ
は
国
民
的
議
論
な
し
で

憲
法
上
の
歯
止
め
を
外
し
海

外
で
の
武
力
行
使
を
可
能
に

す
る
も
の
で
許
さ
れ
な
い
。

賛
成
討
論

中
原
敦
子

政
府
は
、
将
来
の
日
本
を

担
っ
て
い
く
若
者
・
子
を
も

つ
親
・
戦
争
で
辛
い
体
験
を

し
た
お
年
寄
り
な
ど
、
い
ろ

い
ろ
な
人
の
声
を
聴
き
、
真

摯
な
気
持
ち
で
国
民
と
相
対

し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。

反
対
討
論

上
野
克
也

閣
議
決
定
の
、
武
力
の
行

使
は
日
本
へ
の
武
力
攻
撃
に

匹
敵
す
る
よ
う
な
事
態
に
の

み
武
力
行
使
が
認
め
ら
れ
て

お
り
、
外
国
の
防
衛
そ
れ
自

体
を
目
的
と
し
た
、
い
わ
ゆ

る
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
は

認
め
て
い
な
い
。

〈9月定例議会〉議員ごとの賛否結果
○…賛成 ●…反対 退…退出

結

果

可決
可決
可決
可決
可決

※議長は議事進行を行うため、賛否の表明はしません。（なお、議長は採決で賛否が同数となった場合のみ「議長裁決」という形で賛否を表
明します。その場合「裁」で示します。）全員賛成の議案は、記載しません。

山
本
重
幸
※
※
※
※
※

村
山
正
弘
○
○
○
○
○

青
木
久
男
○
○
○
○
○

矢
部
松
男
○
○
○
○
○

大
谷
保
雄
○
○
○
○
●

佐
藤
弘
一
○
○
○
○
●

大
沢

淳
●
●
●
●
○

水
上
邦
雄
●
●
●
退
○

加
藤
利
明
○
○
○
○
●

上
野
克
也
○
○
○
○
●

奥
田
と
み
子
○
○
○
○
●

齋
藤
照
夫
○
○
○
○
●

毛
塚
眞
一
○
○
○
○
○

中
原
敦
子
○
○
○
○
○

上
野
尚
德
○
○
○
○
○

議員名

議案名
伊奈町税条例等の一部を改正する条例

伊奈町特定教育・保育施設及び特定地域型保育
事業の運営に関する基準を定める条例
伊奈町家庭的保育事業等の設備及び運営に関す
る基準を定める条例
伊奈町放課後児童健全育成事業の設備及び運営
に関する基準を定める条例
憲法解釈の変更による集団的自衛権行使を行わ
ないことを求める意見書

第45号議案

第50号議案

第51号議案

第52号議案

議第3号議案

討 論

9月議案概要

No.1653


